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第１ 審査の結果

平成28年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算書等は、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、その計数は正確

であることを確認した。

また、予算の執行、会計及び財産に関する事務については、おおむね適正に行われているものと認められた。

第２ 審査意見

１ 行財政運営について

平成28年度決算状況を、普通会計（一般会計と特別会計との会計間の繰入・繰出の重複額を控除して合算した統計

上の会計）でみると、歳入総額は5,056億円余で、平成26年度以降３年連続、歳出総額は4,857億円余で、平成22年度

以降７年連続で減少している。

歳入については、全国的な消費の落ち込みにより地方消費税が減少したほか、臨時財政対策債及び中小企業制度融

資貸付金元利収入の減少等により、前年度比133億円余、率にして2.6％の減となっている。

歳出については、公債費や災害復旧費の減等により、前年度比160億円余、率にして3.2％の減となっている。

本県では、平成19年に「財政健全化基本方針」を策定し、『概ね10年後において、130億円程度の基金を確保した

上で、給与の特例減額などの特例措置なしに収支均衡の状態にする』ことを目標として、総人件費の抑制などの「行

政の効率化・スリム化」、「事務事業の見直し」及び「財源の確保」を柱とする財政健全化の取り組みを継続してき

た。

毎年度生じる収支不足を基金の取崩しによって補てんする状況は続いているが、平成28年度末の財政調整のための

基金残高は約159億円で、「財政健全化基本方針」で目標とした額を約29億円上回っている。また、県債残高は9,774

億円余で、平成27年度末から73億円余、平成19年度末からは455億円余の減と、着実に減少してきている。こうした

状況を踏まえ、本年７月に公表した財政健全化の総括において、前記基本方針の目標を達成し得る見込みとしてい

る。

これは、これまでの財政健全化に向けた諸般の取組の成果として評価できるものである。

島根県の経済は、緩やかな回復が続いているとされている。しかしながら、県債残高は依然多額であり、国の地方

財政対策の動向など先行き不透明な要素も多い。

ついては、引き続き安定的な財政運営に留意しつつ、「まち・ひと・しごと創生 島根県総合戦略（平成27年10月

策定）」や「島根総合発展計画第３次実施計画（平成28年度～平成31年度）」に掲げた地方創生・人口減少対策をは

じめとする必要な施策を適切に推進されたい。

２ 会計及び財産に関する事務について

⑴ 収入未済額の縮減

平成28年度の収入未済額は、現年度分２億4,789万円余、過年度分18億8,972万円余、総額21億3,761万円余で、

前年度に比べ現年度分が2,975万円余（△10.7％）の減、過年度分が6,850万円余（△3.5％）の減、総額では9,825

万円余（△4.4％）の減となっている。

これは、各部局における様々な取組によるものと言える。

収入未済額が大きいものは、県税、中小企業近代化資金貸付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金などである。

① 県税

平成28年度の県税徴収率は、前年度と同じく99.1％（端数処理前では0.08ポイントの増）で、９年連続全国一

位となっており、引き続き高い水準を維持している。

収入未済額は総額５億3,416万円余で、前年度に比べ3,816万円余（△6.7％）減少している。

収入未済額の73.2％を占める個人県民税については、前年度に比べ1,521万円余（△3.7％）、同じく9.0％を

占める自動車税については1,540万円余（△24.3％）、いずれも収入未済額が減少している。

これは、個人県民税にかかる特例滞納整理や、県と市町村の徴収担当職員の相互併任による滞納整理の共同実

施、自動車税にかかる電子納付・コンビニ納付の促進や滞納整理の早期着手の成果と見られる。なお、本年５月
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からの自動車税のクレジットカード納付の導入により、さらなる徴収率の向上が期待される。

ついては、今後、個人県民税にかかる特別徴収について、関係団体への働きかけや個別事業所への趣旨の徹底

を図り、早期の完全実施を実現するなど、一層の取組を進め、引き続き県税収入の確保に努められたい。

② 貸付金等の税外収入

県税を除く平成28年度の収入未済額は16億345万円余で、前年度に比べ6,009万円余（△3.6％）の減となって

いる。

県税以外の収入未済には、貸付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料などがあるが、中小企業近代化資金

貸付金と母子父子寡婦福祉資金貸付金の収入未済額がその88.9％を占めている。

中小企業近代化資金貸付金の収入未済額は、11億4,956万円余で、前年度に比べ3,999万円余（△3.4％）減少

している。

また、母子父子寡婦福祉資金貸付金については、償還率は向上しているものの、近年の貸付金の増加に伴い収

入未済額は、２億7,608万円余で、前年度に比べ874万円余（3.3％）の増となっている。

厳しい経済情勢等により回収困難なケースも増加しているなか、各部局とも、弁護士への法律相談や調査・回

収の外部委託制度などの債権管理にかかる様々な方策を活用しながら、収入未済額の縮減に努めているところで

あり、その成果は着実に現れている。

ついては、引き続き、滞納初期におけるきめ細かな状況把握・対応にも留意しながら、適切な債権管理に取り

組まれたい。

⑵ 新地方公会計制度への適切な対応

平成27年１月、国から「統一的な基準による新地方公会計マニュアル」が示され、平成29年度までにこれに基づ

く財務書類等を作成するよう要請されているところである。統一的基準については、財務書類への発生主義・複式

簿記の導入、固定資産台帳の整備及び団体間比較を促進するものであり、財政の適正化に資することはもとより、

予算編成や公共施設マネジメント等資産の適切な管理に活用できるものである。

本県においては、平成28年度会計分から統一的な基準に基づく財務書類等を作成のうえ公表するよう準備を進め

ているところである。

ついては、作成に当たって、固定資産台帳の整備をはじめとして、財政課と関係課の緊密な連絡調整が必要とな

ることから、適切な財務書類等の作成に向け、相互の連携体制を強化して取り組まれたい。

また、制度の趣旨に沿って最大限有効に活用するとともに、県民への説明責任を果たすため、分かりやすい情報

提供に努められたい。

⑶ 県有財産の有効活用

県有財産の有効活用については、「財政健全化基本方針」における財源確保の項目として掲げ、平成26年度には

県有財産利活用方針を策定し、低・未利用財産の利活用、計画的な施設の保全・長寿命化、不用財産の売却促進な

どの取組を行っている。

なかでも、未利用財産の売却においては、管財課での一元的な売却促進の取組などもあって、平成28年度には県

全体で３億円余の売却実績をあげている。

ついては、今後とも、県有財産利活用方針に基づき、県有財産有効活用推進委員会及び管財課による総合調整の

もと、知事部局、教育委員会、警察本部等が一層連携協力し、県有財産の有効活用に取り組まれたい。

⑷ 事務事業の合理化・最適化の推進

「財政健全化基本方針」では、予算執行段階での徹底した節減も、財源確保の取組のひとつとして掲げられてお

り、毎年度一定の成果を挙げてきた。

ついては、各執行所属において、各種施策を適切に推進していくなかで、事業実施中にも絶えず効果の検証を行

い、引き続き執行額の節減に努められたい。

また、働き方改革や「いきいきと働きやすい職場づくり」の取組を通じて、職員が意欲と能力を最大限に発揮
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し、効率的に働ける環境整備を推進するとともに、人件費が「最大の事業費」であるとの認識を徹底し、人件費を

含むトータルコストを常に意識して、事務事業の一層の合理化・最適化を進められたい。

⑸ 適切な資金の運用管理

歳計現金等の県が管理する資金については、国庫補助金等の早期の概算払の要望など収入の早期確保に向けた取

組を継続して行っている。しかしながら、一時的に資金が不足する期間もあることから、各種基金の繰替運用によ

る対応を行っている。一方では、運用収入の確保を図るため、基金の一部については債券による運用を行っている

ところである。

このような状況のもと、出納局において効率的な資金の運用管理を行うためには、各執行所属から資金需要と収

入見通しが的確に報告されることが重要である。

ついては、各執行所属においても、引き続き高い意識をもって、資金管理事務に取り組まれたい。

また、基金の運用に当たっては、金融情勢が刻々と変化する中、安全性に配慮しつつ、総体として最大の収益が

確保できるよう、専門的な知見も活用しながら、引き続き機動的かつ適切に運用されたい。
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